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指導の目的 

介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護保険施設等に

は、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求められています。 

指導により、居宅介護サービス事業所等が適正なサービスを行うことができ

るよう、「介護給付等対象サービスの取扱い」や「介護報酬の請求」に関する周

知の徹底を図り、「サービスの質の確保」、「保険給付の適正化」が果たされるよ

う努めるもの。 

 

運営指導の実施頻度 

居宅介護サービス事業所への運営指導は、原則として指定の有効期間内（6 年）

に少なくとも１回以上行います。 

運営指導は、実施予定日のおおむね１月以上前までに実施する旨の通知を行

います。 

 また、指導の円滑な実施のため、実施予定日の１週間前までに、運営規程や勤

務表などの書類の事前提出をお願いしています。 

厚生労働省：介護保険施設等運営指導マニュアルより抜粋 
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運営指導の着眼点 

①介護サービスの実施状況指導 

主として利用者に対するサービスの質を確認するために行う指導 

ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施の確認の他、通所系サービ

スにおいては、サービスを受ける利用者の生活実態の把握により、サービスの適

正性の確認や、高齢者虐待及び不適切な身体的拘束等の発見や防止について、現

場において実態を目視し、関係者から状況を聴取することにより確認します。 

 

②最低基準等運営体制指導 

サービス種別毎の基準等（人員基準・設備基準・運営基準）に規定する運営体

制を確認するために行う指導で、個別サービスの質を確保するための体制に関

する事項について確認し必要な指導を行うものです。 

 

③報酬請求指導 

報酬基準に基づき、要件に適合した加算に基づくサービスの実施を確認する

ことにより、不正請求の防止と制度管理の適正化を図ることを目的として、介護

サービスの質の確保や、よりよいケアの実現を目指すものです。 

具体的には、主として居宅介護サービス事業所等が届出等で実施する各種加

算に関する算定及び請求状況について確認します。 

また、加算報酬の請求については、その算定要件が満たされていても、取扱い

が不十分である場合は、正しい理解に基づく取扱いをするよう改善指導を行い

ます。 

 

監査とは 

監査は、居宅介護サービス事業所等において人員基準違反や運営基準違反、不

正請求、高齢者虐待等が認められた場合や、その恐れがある場合に介護保険法第

７６条等に基づき、報告、帳簿書類等の提示を求め、関係者の出頭、質問を行う

ことにより情報を収集するとともに現地に立ち入って検査を行い、事実関係を

確認するものです。 

 監査の結果、不適切な事例が認められた場合は、文書指導等を行いますが、著

しい違反等があれば、指定取消や効力の停止といった行政処分を行うこともあ

ります。 

 

２ 



8

3 3
5

1

4

4

1 1

1
2

1

1

4
3

6

2

1
1

0

2

4

6

8

10

12

14

事
業
所
数

指定取消・効力の停止事業所数（令和4年度全国の状況）

指定取消 全部停止 一部停止

３



179

106
129

46

131

96

86 45

33

51

3

1

12

21

4

2

4

10

5

3

5

6

29

28

25

23

13

155

42

47

48

92

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

全国の監査実施事業所数・監査結果の年次推移（居宅介護サービス）

行政指導（改善報告） 改善勧告 改善命令 効力一部停止 効力全部停止 指定取消 その他

４



19 20 19
16

11

14
15 15

12
15

3
6

4

6
4

4

3
5

7

4

8

10 14

5

7

0

10

20

30

40

50

60

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

全国の指定取消の処分事由別 年次推移（居宅介護サービス）

不正請求 虚偽答弁・報告 虚偽申請 人員基準違反 その他

５



18
16

4
7 6

5

1

2 4

5

10

4

1
2

3

7

1
1

1

8

6

5 2

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

全国の効力停止処分事由別 年次推移（居宅介護サービス）

不正請求 人格尊重義務違反 虚偽申請・報告 運営基準違反 その他

６


